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自由テーマ研究会(分科会)

国際文書館評議会(ICA)
作成の

記録史斜記述の標準化と

電子記録の保存力イド(2ついて

記鰻史斜t情報曽理論研究告

青山英幸:記鰻史料記述の標準化

'tfi華勇一:i電子記鰻の保穿ηイド

宮藤正人:E罰金

1 報告の目的と限定

〔大会要項より転載〕

ICAは1990年代初頭から，記録史料の制御についての世界的な標準化を 2つの分野一記録

史料記述の標準化，電子記録の保存ーにおいて構築し，実施してきている.

この背景には，コンピュータがもたらした情報と記録の技術革新，そして d情報知識科学

の大きな進展，などがあり，それを積極的にアーカイヴァル・サイエンヌの中に摂取し，

新しい領域を構築しようとしている.

記録史料記述の標準化は 記録史料を利用者に再提示する際の考え方とその方法につい

ての標準であり，電子記録の保存は，現在進行している，また将来爆発的に拡大する電子

記録の保存について，アーカイヴアル・サイエンスの視点から，その保存戦絡を検討し， 〆

ガイドを作成しているものである.この自由テーマ研究会では，限られた時間内で多岐に ¥ ) 

わたるこれらの諸問題を十分に検討することは不可能であるが，これらについてのICAの諸

報告からその考え方，問題への接近方法などを紹介することとしたい.

表 ICAにおける記述基準特別委員会および電子記録委員会の主な活動

記録史料記述の標準化

1990 ICA記述基準特別委員会設置

1992 Statement of Principles Regarding Archival Description， [Statement] 
1994 Generallnternational Standard Archival Description， [ISAD(G)]， 
1996 International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies， Persons and Families 

[ISAAR(CPF)] 

電子記録保存

1993 ICA電子記録委員会設置

1997 Guide for Managing Electronic Records from an archival perspective， ICA Studies 8， [Guide] 
Electronic Records Programs: Repoはonthe 1994/95 Surveγ， ICA Studies 9， [Surve凶
Electronic Re氾ords:しiteratureReview， ICA Studies 10， [Review] 
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2 記録史料記述の標準化

コフォンド;知的概念

フォンド

サブ.フォンド、

=争1継続的で，適切かつ自己完結的な記述を確立する

2記録史料に関する情報の検索・交換の便宜を図る

3オーソリティーデータの共有を可能にする

シリーズ
4種々の施設での記述をひとつの情報システムヘ統

合することを実現する

ファイJレ

アイテム

記録史料は

図書と違い司基本的には当事者間での情報

交換などのために作成されたものが大半で

あり唱閉じられたものである.それを第3者の利

用に供する場合，それらを生産し保存してき

た組織(場，コンテキスト)‘およびそれらの構

造(ストラクチャ).並びにその内容(コンテン

ツ)を把援し，それらを再提示する必要がある.

フォンドは，

記録史料(文書，刊行物.機械可読資料等)

そのものだけではない.それは，組織(場).構

造，内容によって構成されるものである.

。電子記録の定義

1最大はフォンド

2シリーズ以下は資料の編成過程で情築

記述されたものの編成と構造:

1記述は全体から個別ヘ

2資料全体の情報は個別資料から収得

記述される情報の要素

1各レベルの記述は秩序ある諸要素で構成

2出所情報と資料情報を有機的に提示

記述される情報と検索

1出所に関する検索を用意する

2出所やほかの要素を検索するための手段と

して，オーソリティー・コントロールに準拠した

アクセスポイントを用意する

3記述には検索のために制御された語集を含

める
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記述される要素(項目)を

を定めている マルチレベル(多層的)記述の規則

1概要から個別へ

2記述するレベルに適した情報

3記述の相互関連

4情報の非重複

i窃譲事伝来資料入手先
3内容および犠造のエリア:範囲と内容/要約 評価，廃棄処分，保存年限

についての情報追加侵入編成の方法

4公繍および利用条件のエリア:法的位置付け利用条件 著作権/複写

に伴う条件資料の使用言語物理的な特徴検索手段

5関連する資料のエリア:オリジナル資料の所在 複製の存在

記述単位関連する資料出版情報

6覚書のエリア:覚書

※必要最低限の記述の要素は儒別情報エリアの6婆素など

記述されるフォ

ンド等の名称の

統一

オーソリティー・コントロールの目的

1アクセスポイントとなるものを登録

する擦の方法の制御

2フォンド等作成主体(組織.個人，

家族)に衡する情報の制御

コオーソリティー・レコードの作成

オーソリティー・レコードの構成:3エリア

オーソリティー・コントロールの

役割

1.フォンド等作成主体名称、の

オーソリティー・レコードを作

成する規則

2.他のオーソリティー・レ

コードとリンクするため

のガイド

1.オーソリティー・コントロール・エリア:フォンド等の登録名称と別称

等の情報および関連する他の登録名称の情報

2.情報エリア:1の構成や活動等に関する情報

-~3. i主記エリア:オーソ1)ティー・レコードの作成や保持に関する記録

参照文献:全体については安藤正人f記録史料学と現代J(吉川弘文銀，1998)r第
4章記録史料の編成と毘録記述J，ISAD(G)については青山英幸解説・森本祥子翻

訳「国際標準記録史料記述:一般原則J(f記録と史料J，No6，1995) 

1.ISAD(G)は5年毎に見

直する

2.記述方法には「記述j

による表現と「目録jに

よる表現がある.

3.記述要素の配列膜序

などの様式は定めてい

ない.

4.記述の要素は記録の

管理段階から採用され

た方が良い.

1.ひとつの記録史料保

存機関でのオーソリテ

ィー・コントローJレから

地域ネットワークとして

のものヘ.共通の情報

の共有化ヘ

2.そのためには，地域内

の協力によるオーソリ

ティー・レコード管理体

制の構築が必要.

3.各オーソリティー・レコ

ードの集合体オーソリ

ティー・ファイルが各ヌ

オンド一覧の役割も果

たす.
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定義:汀「記録とlはま発議

おいて機関としてのあるいlはま僧人としての

行為として作成されたあるいlはま受領した司

およぴ行為の証拠を提供するに十分なコ

ンテンン‘:;(内容)，:::Jコンテキスト(脈絡)，およ

ぴス卜ラクチヤ一(f婿書造)を1矯書成している.記

録された情報のことであるJ

記録保管システム

RECORDS KEEPING 

定義:r記録保管システム'i適切な方法で

記録を保管し検索するのに必要となる.記録

保管システムは記録を保管し検索すると言

う目的のために発展させられた情報システム

であり，記録の真正性と信頼性を守るように

保管し隠覧させる特別な機能を制御するよ

うに体系化されている.記録保管システムは

また記録のコンテキストの部分でもある.記

録の真正性を証明する重要なコンテキスト

情報を提供し府容の正しい理解のために

必要となるコンテキスト情報を提供する.J

電子記録のライフサイクル

電子記録保存のための枠組み:第1原則

アーカイヴズは真正性，信頼性，保存性を

電子記録の作成と保管期間を強化する

ために，永久保存記録を作成し.保管する

ことを.電子システムの全ライフサイクルに

包含するようにすべきである.

記録作成者と保存電子記録

電子記録保存のための枠組み:第2原則

アーカイヴズは，記録作成者が真正性，信

頼性，保存性をもっ保存記録を作成し，保

管することを強化しなければならない.

評価
電子記録保存のための枠組み:第3原則

アーカイヴズは評価過程と保存電子記録

についての知的制御を実践しなければ‘な

保存と閲覧
電子記録保存のための枠組み:第4原則

アーカイヴズ';1:，電子記録が提供性，関覧

性，理解可能性を維持することを強化する

よう保存と閲覧必要条件を表現すべきで

電子記録:従来の紙媒体記録との比較

紙媒体記録 電子記録

記録化と形象の利用 形象を獲接認識 形象を間接認識

内容と媒体の結びつき 媒体と内容の密着媒体と内容の分離可能

物理的及び論理的情造の特質可視怯定型的 不可視性、非定型的=争論理的構造

メタデータ

同定記録

時簡を超えた記録保存

物理的に伺定

物理的単位

記録のコンテキストとストラクチャ一

理解に必須

証拠を提供
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記録となることに付随するデータ宣言l;t記録の

出所を確定する備を割り当て，また記録の内容

を見つけられるように用語を準備する.

E用語友び条件設定TERMS&
CONDITION LA YER 
記録の閲覧利用廃棄を通じて制御を行使す

る.関貰友ぴ利用，またそれを扱う場所に課せら

れた制限を特定する.

電子記録の出現により，記録史料の定義iえ

コンテキスト，ストラクチャー.コンテンツ，にあら

たにメタデータを付加する必要がある.

1.A記録特定メタデータ

1.B情報発見内容メタデータ

m.Aファイル悶定メタデータ

m.B ファイル記号化メタデ-~

m.cファイル表現メタデータ

持簡を超えて証拠性を持続することを記録に Im.D記録表現メタデータ

許容するようにデザインされたデータ構造につ Im.E記録内容構造メタデータ

糞任を負う人雫システムないし器異)を特定し，

業務遂行の証拠として利用を支援するデー

タを準備する.

作成に続く記録の顕著な利用を証拠として

記録化する.典型的には索引編集解除友

ぴ記録保管当局のもとでの記録移し替え

/廃棄を含むであろう.しかし他の利用(視

読だけの閲覧などといった)は記録される

かも知れない.この設計は記録を開示する

ことなしに記入に加えることを承認するため.

物理的な形態での記録の終末に発生する.

m.F資料源メタデー夕 、

W.A業務脈絡メタデータ

W.B責任所在メタデータ


